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蓮
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廻
転
生

森

大

乗

立

正

大

学

一
、
は

じ

め

に

古
代
イ
ン
ド
で
は
、
現
世
の
業
の
報
い
に
よ
っ
て
来
世
に
人
間
界
を
含
む
六
種
の
生
類
に
転
生
す
る
と
い
う
輪
廻
転
生
思
想
が
存
在
し

た
。
釈
尊
は
、
輪
廻
思
想
に
関
し
て
は
肯
定
も
否
定
も
せ
ず
、
た
だ
現
世
で
功
徳
を
積
む
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
が
、
こ
の
輪
廻
思
想
が
、

バ
ラ
モ
ン
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
カ
教
に
も
広
く
受
容
さ
れ
た
の
と
同
様
に
、
の
ち
の
仏
教
に
も
受
け
容
れ
ら
れ
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鎌
倉
仏
教
の
祖
師
の
ひ
と
り
で
あ
る
日
蓮
は
、
こ
の
六
道
輪
廻
転
生

１
思
想
を
特
に

謗
法

罪

と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
直
し
た
人

物
と
し
て
知
ら

２
れ
る
。
そ
の
姿
勢
は
、
イ
ン
ド
古
来
の
輪
廻
思
想
に
つ
い
て
、
単
な
る
自
業
自
得
の
果
報
と
し
て
受
け
止
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
法
華
経
に
基
づ
い
た
独
自
の
解
釈
へ
と
展
開
を
も
た
ら
し
た
。
果
た
し
て
、
輪
廻
転
生
の
思
想
は
、
日
蓮
の
宗
教
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
日
蓮
は
、
人
間
界
衆
生
と
し
て
受
け
た
自
ら
の

生

の
意
味
を
い
か
に
受
容

し
、
ま
た
数
々
の
迫
害
に
耐
え
忍
び
な
が
ら
の
法
華
経
の
持
経
者
と
し
て
の
人
生
・
生
涯
を
い
か
に
受
け
止
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
研

究
で
は
、
日
蓮
遺
文
に
み
る
六
道
衆
生
の
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
を
整
理
・
分
析
し
、
特
に
転
生
に
関
す
る
説
示
に
着
目
し
て
、
日
蓮
の
転
生

二
九
五

日
蓮
遺
文
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み
る
輪
廻
転
生
（

森
大
乗
）



観
・
死
生
観
を

察
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
記
載
の
日
蓮
遺
文
の
頁
数
は
、

昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
（
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
）の
所
載
頁
を
表
し
て
い
る
。

二
、
日
蓮
の
六
道
観

ま
ず
最
初
に
総
論
と
し
て
、
日
蓮
は
六
道
衆
生
の
特
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
関
し
て

は
、

如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄

の

数
見

他
面

、
或
時
喜
、
或
時
瞋
、
或
時
平

、
或
時
貪
現
、
或
時
癡
現
、
或
時
諂

曲

。
瞋

地
獄
、
貪

餓
鬼
、
癡
畜
生
、
諂
曲
修
羅
、
喜

天
、
平

人
也

（
七
〇
五
頁
）
の
説
示
が
参

と
な
る
。

こ
の
説
示
に
つ
い
て
、
浅
井
圓
道
氏
は
以
下
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て

３
い
る
。

ま
ず
、
地
獄
界
衆
生
の
特
性
と
し
て
瞋
恚
を
挙
げ
る
の
は
、

中
阿
含
経

の

若
有

衆
生

因

心
瞋
恚

故
、
身
壊
命
終

必
至

悪

処

生

地
獄
中

（

正
蔵

一
巻

七
〇
四
頁

ａ
）
等
の
説
示
に
基
づ
き
殺
生
等
の
直
接
的
主
因
が
己
心
の
地
獄
界
で
あ
る
と
い
う
理

由
で
配
当
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
餓
鬼
界
に
慳
貪
を
配
当
す
る
は

大
智
度
論

の

生

慳
貪
心

故
而

餓
鬼
中

（

正
蔵

二

四
巻

六
二
四
頁

ｂ
）
等
に
、
畜
生
界
に
愚
癡
を
配
当
す
る
は

正
法
念
処
経

の

以

愚
癡

故
受

畜
生
身

（

正
蔵

一
七
巻

一
九
九
頁

ｂ
）
等
に
、
修
羅
界
に
諂
曲
を
配
当
す
る
は

大
智
度
論

の

阿
修
羅
衆
心
多
邪
曲

（

正
蔵

二
五
巻

二
八
〇
頁

ｂ
）

等
に
、
人
間
界
に
平
安
を
配
当
す
る
は

妙
法
蓮
華
経
玄
義

の

純
悪
心

無

善
念
間

者
即
悪
道
業

。
果
時
、
純
苦

故
。
善

悪
相
間

起

即
人
業

。
人
中
果
報
苦
楽
相
間

故

（

正
蔵

三
三
巻

七
五
九
頁

ｃ
）
等
に
、
天
上
界
に
快
楽
を
配
当
す
る
は

阿

毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論

の

戯
楽
故
名

天
。
以

恒
遊
戯

受

勝
楽

故

（

正
蔵

二
七
巻

八
六
八
頁

ａ
）
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
根
拠

を
得
て
い
る
も
の
と
推
察
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
道
の
生
因
・
特
性
を
簡
に
し
て
要
を
得
た
表
現
で
示
し
た
の
が

観
心
本
尊

二
九
六

日
蓮
遺
文
に
み
る
輪
廻
転
生
（

森
大
乗
）



抄

の
一
節
な
の
で
あ
る
。

次
に
日
蓮
の
人
生
観
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
人
間
界
衆
生
と
し
て
生
を
受
け
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
説
示
さ
れ
た
箇

所
に
着
目
し
、
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
日
蓮
は
、
す
で
に

守
護
国
家
論

（
八
九
・
一
二
〇
・
一
二
八
頁
）
な
ど
初
期
の
遺
文
に

お
い
て
、
人
間
と
し
て
受
け
た
生
の
希
有
な
る
こ
と
、
一
方
で
、
そ
の
生
に
は
不
安
定
要
素
が
多
く
、
来
世
に
い
つ
ま
た
悪
道
に
堕
す
る

か
不
定
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
様
の
説
示
は

下
山
御
消
息

（
一
三
三
二
頁
）、

崇
峻
天
皇
御
書

（
一
三
九
五
頁
）、

千

日
尼
御
前
御
返
事

（
一
五
四
二
頁
）
な
ど
、
晩
年
の
遺
文
に
も
多
く
確
認
さ
れ
る
。

ま
た
、
前
世
に
い
か
な
る
善
業
を
積
ん
で
人
間
界
衆
生
の
身
を
受
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
、

種
種
御
振
舞
御
書

（
九
八
四
頁
）
に
、

前
世
に
五
戒
を
持
つ
こ
と
が
人
間
界
に
転
生
す
る
業
因
の
ひ
と
つ
と
な
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
、
日
蓮
に
お
け
る
仏
教
的
人
生
観
の
一
端
を

示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
示
と
、
前
掲
の
記
述
と
を
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
五
戒
を
持
つ
こ
と
す
ら
困
難
な
末
法
の
機
根
に
と
っ

て
は
、
来
世
に
三
悪
道
へ
趣
く
こ
と
は
逃
れ
が
た
い
必
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
人
生
の
無
常
な
る
様
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
は
、

人
の
寿
命
は
無
常
也
。
出
る
気
は
入
る
気
を
待
事
な
し
。
風
の
前
の
露
、
尚

譬
に
あ
ら
す
。
か
し
こ
き
も
、
は
か
な
き
も
、
老
た
る
も
、
若
き
も
定
め
無
き
習
也

（
一
五
三
五
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
た
希

有
な
る
人
生
を
全
う
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

命
と
申
物
は
一
身
第
一
の
珍
宝
也
。
一
日
な
り
と
も
こ
れ
を
の
ぶ
る
な
ら
ば
千

万
両
の
金
に
も
す
ぎ
た
り

（
八
六
二
頁
）、

我
門
家
夜
断

眠
、
昼
止

暇
案

之
。
一
生
空

過

万
歳
勿

悔

（
一
三
七
三
頁
）、

百
二
十
ま
で
持
て
名
を
く
だ
し
て
死
せ
ん
よ
り
は
、
生
き
て
一
日
な
り
と
も
名
を
あ
げ
ん
事
こ
そ
大
切
な
れ

（
一
三
九
五
頁
）
な
ど

と
説
き
、
人
生
は
儚
く
無
常
で
あ
る
か
ら
こ
そ
日
々
の
生
き
方
を
重
ん
じ
る
よ
う
教
諭
し
て
い
る
。

二
九
七

日
蓮
遺
文
に
み
る
輪
廻
転
生
（

森
大
乗
）



三
、
上
位
転
生
の
説
示

で
は
、
次
に
、
輪
廻
転
生
を
巡
る
遺
文
中
の
説
示
を
整
理
・
分
析
し
て
み
た
い
。
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
六
道
間
で
の
輪
廻
転
生
の
説

示
を
中
心
に
論
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六
道
か
ら
四
聖
へ
の
解
脱
、
仏
・
菩
薩
の
六
道
へ
の
応
化
・
応
現
や
本
地
垂
迹
、
願
兼
於
業
な
ど

に
よ
る
四
聖
か
ら
六
道
へ
の
転
生
、
聖
位
か
ら
の
六
道
へ
の
堕
落
、
智

や
最
澄
な
ど
先
師
の
転
生
譚
、
仏
陀
の
因
位
の
本
生
譚
、
菩

薩
・
二
乗
の
本
事
譚
・
前
生
譚
な
ど
に
関
し
て
は
検
討
の
対
象
と
し
な
い
。
そ
の
前
提
に
立
っ
て
、
純
粋
に
遺
文
中
の
六
道
輪
廻
転
生
の

説
示
に
着
目
す
る
と
、
あ
る
特
徴
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
日
蓮
遺
文
に
は
、
転
生
の
先
例
と
し
て
、
様
々
な
譬
喩
・

因
縁
・
説
話
・
故
事
が
引
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
の
説
示
を
整
理
・
分
析
す
る
と
、
大
別
し
て
、
畜
生
界
衆
生
か
ら
天
上
界
衆
生

へ
と
い
っ
た
よ
う
に
下
位
の
衆
生
か
ら
上
位
の
衆
生
へ
と
転
生
し
た
事
例
、
そ
の
逆
に
人
間
界
か
ら
地
獄
界
へ
と
い
っ
た
よ
う
に
上
位
の

衆
生
か
ら
下
位
の
衆
生
に
転
生
し
た
事
例
、
人
間
界
の
凡
夫
か
ら
国
王
へ
と
い
っ
た
よ
う
に
同
じ
衆
生
間
で
よ
り
優
れ
た
根
性
へ
と
転
生

を
遂
げ
た
事
例
な
ど
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
）
人
間
界
か
ら
の
転
生

ま
ず
、
上
位
転
生
の
一
と
し
て
、
人
間
界
衆
生
が
天
上
界
に
転
生
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
遺
文
中
の
説
示
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

開
目
抄

（
六
〇
三
頁
）
や

光
日
上
人
御
返
事

（
一
八
八
〇
頁
）
に
は
、
子
を
愛
念
し
て
身
命
を
捨
て
た
母
の
梵
天
転
生
を
説
く

母
子
共
没
の
譬
え
（

大
般
涅
槃
経

正
蔵

一
二
巻

三
七
四
頁

ａ
）
を
引
き
、
子
に
対
す
る
無
償
の
慈
愛
が
梵
天
転
生
の
業
因
と
な

る
事
例
と
し
て
紹
介
す
る
。

小
乗
大
乗
分
別
鈔

（
七
七
六
頁
）
に
は
、
法
華
経
の
過
去
下
種
結
縁
に
よ
っ
て
爾
前
経
を
縁
と
し
て
成

二
九
八

日
蓮
遺
文
に
み
る
輪
廻
転
生
（

森
大
乗
）



仏
・
往
生
を
遂
げ
る
者
も
い
る
こ
と
を
説
く
中
に
お
い
て
、
過
去
の
修
因
が
発
得
し
て
梵
天
に
転
生
し
た
父
母
孝
養
の
者
の
例
（

観
無

量
寿
経

正
蔵

一
二
巻

三
四
五
頁

ｃ
、

妙
法
蓮
華
経
玄
義

正
蔵

三
三
巻

六
八
二
頁

ｂ
）
を
挙
げ
譬
説
し
て
い
る
。

法
蓮

鈔

（
九
四
八
頁
）
で
は
、
烏
龍
遺
龍
説
話
（

法
華
伝
記

正
蔵

五
一
巻

八
三
頁

ｃ
）
を
引
く
中
に
お
い
て
、
無
間
地
獄
の
罪
人

が
、
法
華
経
の
写
経
の
功
徳
に
よ
っ
て

利
天
・
都
率
天
に
も
転
生
し
た
と
す
る
事
例
を
引
く
。

南
条
殿
御
返
事

（
一
〇
七
九
頁
）
で

は
飢
饉
の
世
に
聖
者
に
対
す
る
麦
飯
供
養
の
志
に
よ
っ
て

利
天
に
千
遍
転
生
し
た
迦
葉
尊
者
の
前
生
譚
（

法
華
文
句

正
蔵

三
四

巻

一
〇
頁

ａ
）
を
紹
介
す
る
。

妙
心
尼
御
前
御
返
事

（
一
一
〇
三
頁
）
で
は
波
瑠
璃
王
に
よ
る
殺
釈
（
釈
迦
族
虐
殺
）
に
よ
っ
て
命

を
落
と
し
た
数
多
く
の
女
人
が
、
雪
山
の
青
蓮
華
の
効
能
に
よ
っ
て
蘇
生
し
、
七
日
後

利
天
に
転
生
し
た
故
事
（

大
日
経
義
釈

続

二
三
巻

四
五
五
頁
）
を
引
く
。

二
）
畜
生
界
か
ら
の
転
生

畜
生
界
衆
生
の
天
上
界
へ
の
転
生
に
つ
い
て
言
及
し
た
説
示
と
し
て
は
、

法
華
題
目
鈔

（
三
九
二
頁
）
に
四
諦
を
反
復
す
る
鸚
鵡
の

故
事
（

賢
愚
経

正
蔵

四
巻

四
三
六
頁

ｃ
、

涅
槃
経
疏

正
蔵

三
八
巻

二
二
八
頁

ｃ
）、

兄
弟
鈔

（
九
二
五
頁
）
に

毘
王
の
鳩
の
故
事
（

菩
薩
本
生
鬘
論

正
蔵

三
巻

三
三
三
頁

ｂ
）、

松
野
殿
女
房
御
返
事

（
一
六
五
一
頁
）
に
経
行
者
供
養
の

功
徳
に
よ
っ
て
月
に
転
生
し
た
兎
の
故
事
（

大
唐
西
域
記

正
蔵

五
一
巻

九
〇
七
頁

ｂ
）、

千
日
尼
御
返
事

（
一
七
六
五
頁
）

に

陀
山
の
野
干
が
帝
釈
に
転
生
し
た
故
事
（

未
曾
有
因
縁
経

正
蔵

一
七
巻

五
七
六
頁

ｃ
）
等
が
あ
る
。

二
九
九

日
蓮
遺
文
に
み
る
輪
廻
転
生
（

森
大
乗
）



三
）
餓
鬼
界
か
ら
の
転
生

次
に
餓
鬼
界
衆
生
か
ら
の
上
位
衆
生
へ
の
転
生
に
つ
い
て
、
遺
文
中
の
説
示
を
整
理
す
る
と
、
天
上
界
へ
の
転
生
に
つ
い
て
言
及
し
た

説
示
が
確
認
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
雪
山
童
子
の
故
事
（

大
般
涅
槃
経

正
蔵

一
二
巻

四
四
九
頁

ｂ
以
降
）
に
み
え
る
鬼
神
（
ま

た
は
羅
刹
）
が
、
雪
山

（
無
常

）
の
聞
法
に
よ
っ
て
帝
釈
天
に
転
生
し
た
例
で
、

日
妙
聖
人
御
書

（
六
四
三
頁
）、

兄
弟
鈔

（
九
二
五
頁
）
な
ど
に
み
え
る
。

四
、
下
位
転
生
の
説
示

次
に
、
遺
文
中
に
お
け
る
下
位
転
生
の
説
示
に
着
目
し
て
み
た
い
。
上
位
転
生
の
場
合
と
異
な
り
、
下
位
転
生
に
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
各
別
に
転
生
を
論
じ
る
場
合
と
、
三
悪
道
・
四
悪
趣
へ
の
堕
落
等
に
つ
い
て
総
括
し
て
論
じ
る
場
合
と
が
混
在
し
て
い
る
の
が
特
徴

的
で
あ
る
。
な
お
、
修
羅
界
へ
の
転
生
に
つ
い
て
は
特
筆
す
べ
き
説
示
は
管
見
の
限
り
見
あ
た
ら
な
い
。

一
）
畜
生
界
へ
の
転
生

畜
生
界
の
苦
を
受
け
た
例
と
し
て
は
、
法
華
経
の
殊
勝
性
を
疑
っ
た
た
め
に
現
身
に
大
蛇
と
な
っ
た
三
階
禅
師
の
例
が

松
野
殿
御
消

息

（
一
一
四
二
頁
）
に
、
過
去
世
に
粟
を
盗
ん
で
牛
の
よ
う
に
反
芻
し
た
た
め
五
百
生
も
の
間
牛
と
し
て
生
ま
れ
た

梵
波
提
の
例
が

光
日
房
御
書

（
一
一
五
九
頁
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
確
認
さ
れ
る
。

三
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二
）
餓
鬼
界
へ
の
転
生

餓
鬼
界
に
転
生
し
た
者
の
例
と
し
て
は
、
慳
貪
の
失
に
よ
っ
て
餓
鬼
界
に
堕
落
し
た
青
提
女
の
例
（
盂
蘭
盆
の
故
事
）
が
、

四
条
金

吾
釈
迦
仏
供
養
事

（
一
一
八
六
頁
）、

報
恩
抄

（
一
二
三
九
頁
）、

盂
蘭
盆
御
書

（
一
七
七
一
頁
）、

上
野
尼
御
前
御
返
事

（
一
八

五
八
頁
）
等
に
確
認
さ
れ
る
。

三
）
地
獄
界
へ
の
転
生

三
悪
道
・
四
悪
趣
へ
の
転
生
を
含
む

日
蓮
遺
文
中
の
堕
獄
・
堕
悪
道
の
説
示
は
、
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
こ
の
こ
と
は
、
末
法
・
謗
法
の
問
題
と
堕
獄
と
の
関
連
性
に
つ
い

て
日
蓮
が
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
表
れ
と
看
取
で
き
る
。
地
獄
界
へ
の
転
生
に
つ
い
て
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
堕
地
獄
・

堕
悪
道
の
業
因
に
関
す
る
説
示
を
整
理
し
、
つ
い
で
堕
地
獄
・
堕
悪
道
に
関
す
る
先
例
の
引
用
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

日
蓮
は
、

守
護
国
家
論

（
八
九
頁
）
を
は
じ
め
と
す
る
諸
遺
文
に
お
い
て
、
堕
地
獄
・
堕
悪
道
の
業
因
と
し
て
、
殺
生
・
悪
逆
（
十

悪
・
五
逆
）・
謗
法
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
殺
生
に
関
し
て
は
、

立
正
安
国
論

（
二
二
一
頁
）
に

大
般
涅
槃
経

梵
行
品
（

正
蔵

一
二
巻

四
六
〇
頁

ｂ
）
の
文
を
引
い
て
、
殺
生
に
上
中
下
の

別
が
あ
る
こ
と
、
下
殺
と
は
畜
生
（
菩
薩
示
現
生
の
畜
生
を
除
く
）
を
殺
す
こ
と
で
、
三
悪
道
に
墜
ち
て
下
の
苦
を
受
け
る
業
と
な
り
、

中
殺
と
は
前
三
果
（
須
陀

・
斯
陀
含
・
阿
那
含
）
の
聖
者
を
殺
す
こ
と
で
、
三
悪
道
に
墜
ち
て
中
の
苦
を
受
け
る
業
と
な
り
、
上
殺
と

は
父
母
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
を
殺
す
こ
と
で
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
大
苦
を
受
け
る
業
と
な
る
こ
と
と
説
く
。

な
お
、

立
正
安
国
論

に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
一

提
を
殺
し
て
も
堕
獄
・
堕
三
悪
道
の
因
と
は
な
ら
な
い

こ
と
の
文
証
と
し
て
い
る
。
護
法
の
た
め
に
謗
法
者
を
断
罪
す
る
行
為
が
堕
獄
の
因
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
、
日
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蓮
は
、
し
ば
し
ば

大
般
涅
槃
経

（

正
蔵

一
二
巻

三
八
四
頁

ａ
）
の
有
徳
王
の
故
事
や

大
般
涅
槃
経

（

正
蔵

一
二
巻

四

三
四
頁

ｃ
）
の
仙
豫
国
王
の
故
事
を
引
い
て

４
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
は
、
堕
獄
の
業
因
は
殺
生
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ほ
か
に
も
四
重
禁
・
十
悪
・
五
逆
等
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
す
る
。
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
、
堕
獄
の
業
因
に
関
し
て
よ
り
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
た
例
と
し
て
、

顕
謗
法
鈔

（
二
四
七
頁
以
降
）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
八
大
地
獄
の
一
々
の
業
因
に
つ
い
て
解
説
を
加
え
、
殺
生
は
等
活
、
殺
生
・

盗
は
黒
縄
、
殺
生
・

盗
・
邪
淫

は
衆
合
、
殺
生
・

盗
・
邪
淫
・
飲
酒
は
叫
喚
、
殺
生
・

盗
・
邪
淫
・
飲
酒
・
妄
語
は
大
叫
喚
、
殺
生
・

盗
・
邪
淫
・
飲
酒
・
妄

語
・
邪
見
は
焦
熱
、
殺
生
・

盗
・
邪
淫
・
飲
酒
・
妄
語
・
邪
見
に
浄
戒
比
丘
尼
に
対
す
る
邪
淫
が
加
わ
る
と
大
焦
熱
、
五
逆
罪
お
よ
び

謗
法
は
大
阿
鼻
地
獄
の
業
因
と
な
り
、
特
に
五
逆
よ
り
謗
法
の
ほ
う
が
阿
鼻
地
獄
に
堕
落
す
る
因
果
と
し
て
は
重
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

同
様
の
説
示
は
、

日
女
御
前
御
返
事

（
一
五
一
一
頁
）、

種
種
物
御
消
息

（
一
五
二
九
頁
）
な
ど
に
も
確
認
さ
れ
る
。

特
に
、
堕
獄
に
至
る
最
も
重
い
業
因
が
、
謗
法
・
謗
大
乗
等
の
行
為
で
あ
り
、

立
正
安
国
論

に

謗

大
乗
経
典

者
勝

無
量
五

逆

、
故
堕

阿
鼻
大
城

永
無

出

期

（
二
二
三
頁
）
と
み
え
る
ほ
か
、

南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書

（
三
二
五
頁
）、

薬
王
品
得
意
抄

（
三
三
八
頁
）、

法
華
題
目
鈔

（
三
九
一
頁
）、

種
種
物
御
消
息

（
一
五
二
九
頁
）、

大
田
殿
女
房
御
返
事

（
一
七
五
四
頁
）
な
ど

に
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
次
に
、
地
獄
界
へ
の
堕
獄
、
三
悪
道
・
四
悪
趣
へ
の
転
生
に
つ
い
て
、
先
例
を
引
い
た
日
蓮
の
説
示
を
見
て
い
き
た
い
。

自
ら
の
業
因
に
よ
っ
て
堕
地
獄
・
堕
悪
道
し
た
者
の
具
体
的
事
例
と
し
て
は
、
五
逆
に
よ
っ
て
現
身
堕
獄
し
た
提
婆
達
多
の
例
（
八
九

一
、
九
三
六
、
一
〇
一
八
、
一
〇
七
一
、
一
五
〇
五
頁
）、
常
不
軽
菩
薩
を
打
擲
し
た
罪
に
よ
っ
て
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
尼
思
仏
等
の
例

（
一
六
六
、
二
二
六
頁
。

妙
法
蓮
華
経

開
結

四
八
六
頁
以
降
）、
邪
見
に
し
て
外
道
を
信
じ
た
た
め
一
期
の
の
ち
堕
獄
し
た
と
す
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る
妙
荘
厳
王
の
例
（
一
八
五
八
、
一
八
七
九
頁
。

妙
法
蓮
華
経

開
結

五
七
三
頁
以
降
）、
殺
父
母
・
殺
阿
羅
漢
の
罪
に
よ
り
堕
獄

し
た
大
天
の
例
（
一
〇
五
六
頁
。

阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論

正
蔵

二
七
巻

九
九
頁

ｂ
）、
九
九
九
人
を
殺
害
し
た
罪
で
堕
獄
し
た

と
す
る
鴦
堀
摩
羅
の
例
（
一
〇
六
五
、
一
八
四
九
頁
。

賢
愚
経

正
蔵

四
巻

四
二
四
頁

ａ
、

大
唐
西
域
記

正
蔵

五
一
巻

八
九
九
頁

ｃ
）、
殺
父
に
よ
っ
て
阿
鼻
地
獄
に
堕
落
し
た
羅
摩
王
・
抜
提
王
・
毘
楼
真
王
・
那

沙
王
・
迦
帝
王
・
毘
舎

王
・
月
光

王
・
光
明
王
・
日
光
王
・
愛
王
・
持
多
人
王
等
の
例
（
一
一
五
九
頁
）、
諸
法
実
相
の
教
え
を
説
く
喜
根
菩
薩
を
謗
っ
た
罪
に
よ
り
生
身

堕
獄
し
た
勝
意
比
丘
の
例
（
一
六
六
、
九
二
四
、
一
八
四
七
頁
。

諸
法
無
行
経

正
蔵

一
五
巻

七
六
一
頁

ａ
）、
謗
大
乗
・
誹
謗

正
法
な
ど
の
罪
に
よ
り
現
身
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
無
垢
論
師
・
大
慢
婆
羅
門
・

連
禅
師
・
嵩
霊
法
師
の
例
（
二
六
六
、
八
八
八
、
一

〇
四
〇
頁
・
一
〇
五
六
頁
）、
得
道
の
者
を
殺
し
、
あ
る
い
は
仏
塔
や
僧
伽
を
破
壊
し
た
た
め
堕
獄
し
た
毘

釈
迦
王
・
大
族
王
の
例

（
五
〇
〇
頁
。

大
唐
西
域
記

正
蔵

五
一
巻

九
〇
〇
頁

ｃ
、
五
一
巻

八
八
八
頁

ｃ
）、
謗
法
の
罪
に
よ
っ
て
現
身
に
堕
獄
し
た

と
い
う
善
無
畏
の
例
（
四
〇
八
、
五
八
〇
、
八
二
二
、
八
五
五
、
八
八
九
、
八
九
七
、
九
二
一
、
九
九
一
、
一
二
二
七
、
一
三
四
〇
頁
。

大
毘

遮
那
成
仏
経
疏

正
蔵

三
九
巻

六
三
四
頁

ｂ
）、
法
華
不
信
の
罪
に
よ
り
堕
獄
し
た
烏
龍
の
例
（
九
四
六
、
一
八
七
九
、

一
八
九
一
頁
。
前
掲
）
な
ど
が
み
え
る
。

ま
た
、
日
蓮
は
、
自
ら
意
図
し
て
謗
法
行
為
を
な
さ
な
く
と
も
、
謗
法
の
人
師
を
信
ず
る
な
ど
悪
縁
・
悪
知
識
に
誑
か
さ
れ
て
無
意
識

の
う
ち
に
謗
法
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
際
も
同
様
の
報
い
が
待
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
も
あ
り
、

善
無
畏
鈔

（
四
一

二
頁
）
な
ど
に
み
え
る
。
悪
縁
・
悪
知
識
・
悪
友
に
よ
っ
て
三
悪
道
に
堕
す
る
縁
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
蓮
は
し
ば
し
ば

大
般

涅
槃
経

光
明
遍
照
高
貴
徳
王
菩
薩
品
（

正
蔵

一
二
巻

四
九
七
頁

ｃ
）
の

為

悪
象

殺

不

至

三
趣

。
為

悪
友

殺

必
至

三
趣

の
文
、

法
華
玄
義

（

正
蔵

三
三
巻

七
六
一
頁

ｂ
）
の

若
値

悪
友

則
失

本
心

の
文
を
引
く
。
ま
た
、
善

三
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友
を
遠
離
し
正
法
を
謗
り
悪
法
に
執
着
す
る
者
が
無
間
地
獄
に
堕
獄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

大
般
涅
槃
経

（

正
蔵

一
二
巻

五
七

五
頁

ａ
）
の

遠

離
善
友

不

聞

正
法

住

悪
法

者
、
是
因
縁
故
沈
没

在

於
阿
鼻
地
獄

、
所

受

身
形
縦
横
八
万
四
千

の

文
を
引
く
こ
と
も
多
い
。
悪
知
識
を
縁
と
し
て
堕
獄
し
た
具
体
的
先
例
と
し
て
、
退
大
取
小
に
よ
っ
て
三
五
の
塵
点
を
経
歴
し
四
悪
趣
を

転
生
し
た
と
い
う
四
大
声
聞
等
の
例
（
九
一
九
頁
・
九
三
三
頁
）、
提
婆
達
多
に
唆
さ
れ
て
堕
獄
し
た
阿

世
王
の
例
（
八
八
八
、
九
四

〇
、
一
〇
六
五
、
一
一
五
九
頁
。

大
般
涅
槃
経

正
蔵

一
二
巻

四
七
四
頁

ａ
）、
苦
得
尼
乾
外
道
に
誑
か
さ
れ
て
無
間
地
獄
に
堕

ち
た
善
星
比
丘
（
八
九
一
頁
。

大
智
度
論

正
蔵

二
五
巻

一
五
七
頁

ｂ
）
や
瞿
伽
利
の
例
（
一
二
二
頁
。

大
般
涅
槃
経

正

蔵

一
二
巻

五
六
一
頁

ａ
）、
苦
岸
等
の
四
比
丘
に
誑
か
さ
れ
て
堕
獄
し
た
大
荘
厳
仏
末
世
の
六
八
〇
億
の
檀
那
の
例
（
九
二
三
、
一

八
四
七
頁
。

仏
蔵
経

正
蔵

一
五
巻

七
九
四
頁

ｃ
）、
他
化
自
在
天
に
蕩
か
さ
れ
て
堕
獄
す
る
者
の
例
（
九
二
二
頁
）、
九
十
五
種

外
道
に
よ
っ
て
外
道
の
法
に
執
着
し
た
た
め
に
悪
道
に
堕
ち
た
衆
生
の
例
（
五
三
八
、
一
〇
七
〇
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

ま
た
、
重
罪
を
造
る
と
い
え
ど
も
、
現
世
に
現
罰
を
受
け
ず
に
来
世
に
堕
獄
す
る
こ
と
が
必
定
と
な
る
場
合
と
し
て
、

開
目
抄

に

上
品
の
一

提
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
順
次
生
に
必
無
間
獄
に
堕
べ
き
ゆ
へ
に
現
罰
な
し

（
六
〇
〇
頁
）
等
の
説
示
が
み
え
る
。
現
世

に
は
修
羅
の
苦
を
受
け
来
世
に
堕
獄
す
る
場
合
と
し
て
は
、

神
国
王
御
書

に

悲
哉
、
闘

堅
固
の
時
に
当
て
此
国
修
羅
道
と
な
る

べ
し

（
八
九
二
頁
）
と
み
え
る
ほ
か
、

兄
弟
鈔

（
九
二
六
頁
）
等
に
も
同
様
の
記
述
が
み
え
る
。
現
世
に
は
餓
鬼
の
苦
（
飢
餓
）
を

受
け
来
世
に
堕
獄
す
る
場
合
と
し
て
、

開
目
抄

に

天
台
真
言
の
学
者
等
、
今
生
に
は
餓
鬼
道
に
堕
、
後
生
に
は
阿
鼻
を
招
べ
し

（
六
〇
七
頁
）
と
み
え
る
ほ
か
、

木
絵
二
像
開
眼
之
事

（
七
九
三
頁
）
等
に
も
同
様
の
説
示
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
身
に
は
亡

国
・
疫
病
な
ど
の
苦
を
受
け
て
、
後
生
に
堕
獄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
た
例
と
し
て
、

神
国
王
御
書

に

日
本
国
の
諸
人
、
後

生
の
無
間
地
獄
は
し
ば
ら
く
を
く
。
現
身
に
は
国
を
失
、
他
国
に
取
れ
（
略
）
白
癩
黒
癩
等
の
諸
悪
重
病
を
受
取
、
後
生
に
は
提
婆
瞿
伽
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利
等
が
ご
と
く
無
間
大
城
に
堕
べ
し

（
八
九
一
頁
）
と
み
え
る
。
な
お
、

法
華
経

常
不
軽
菩
薩
品
の

其
罪
畢
已

の
文
を
引
い
て
、

誹
謗
正
法
に
よ
る
順
次
生
の
堕
獄
に
つ
い
て
説
示
す
る
も
の
と
し
て
、

開
目
抄

（
六
〇
〇
頁
）
が
あ
る
。

一
方
、
十
悪
・
五
逆
を
犯
し
た
者
が
懺
悔
滅
罪
し
て
堕
獄
・
堕
悪
道
を
免
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

光
日
房
御
書

に

小
罪
な
れ

ど
も
、
懺
悔
せ
ざ
れ
ば
悪
道
を
ま
ぬ
か
れ
ず
。
大
逆
な
れ
ど
も
、
懺
悔
す
れ
ば
罪
き
へ
ぬ

（
一
一
五
八
頁
）
と
し
て
、
殺
母
・
殺
阿
羅

漢
・
破
和
合
僧
を
犯
し
た
阿
逸
多
の
例
、
殺
父
を
犯
し
た
竜
印
王
の
例
を
引
く
。

な
お
、
日
蓮
は
、
末
法
に
お
い
て
は
、
悪
業
よ
り
も
善
業
に
よ
っ
て
悪
道
に
堕
落
す
る
こ
と
が
あ
る
と
、
し
ば
し
ば
説
い
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、

南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書

に

末
法
に
入
り
て
二
百
余
年
、
見
濁
さ
か
り
に
し
て
、
悪
よ
り
も
善
根
に
て
多
く
悪
道
に
堕
つ

べ
き
時
刻
也
。
悪
は
愚
癡
の
人
も
悪
と
し
れ
ば
し
た
が
わ
ぬ
へ
ん
も
あ
り
。
火
を
水
を
用
ひ
て
け
す
が
ご
と
し
。
善
は
但
善
と
思
ふ
ほ
ど

に
、
小
善
に
付
い
て
大
悪
の
を
こ
る
事
を
し
ら
ず

（
三
二
二
頁
）
な
ど
と
み
え
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。
同
じ
仏
法
に
よ
り
な
が
ら
、

時
機
不
相
応
の
教
え
を
信
じ
て
、
か
え
っ
て
悪
業
を
増
す
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
に
、
世
間
の
罪
よ
り
も
仏
法

の
罪
に
よ
り
悪
道
ま
た
は
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

開
目
抄

に

世
間
の
罪
に
依
て
悪
道
に
堕
者
爪
上
土
、
仏
法
に
よ
て

悪
道
に
堕
者
十
方
の
土
。
俗
よ
り
も
僧
、
女
よ
り
尼
多
悪
道
に
堕
べ
し

（
五
五
六
頁
）
と
み
え
る
ほ
か
、

顕
仏
未
来
記

（
七
四
〇

頁
）、

小
乗
大
乗
分
別
鈔

（
七
七
七
頁
）、

神
国
王
御
書

（
八
八
七
頁
）、

王
舎
城
事

（
九
一
六
頁
）
等
に
も
類
似
し
た
説
示
が
確

認
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
堕
獄
に
関
す
る
説
示
と
し
て
は
、
堕
地
獄
の
死
相
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、

神
国
王
御
書

に

人
死
し
て
後
ち
色
の

黒
は
地
獄
に
堕
と
は
一
代
聖
教
に
定
る
所
な
り

（
八
八
九
頁
）
と
み
え
る
ほ
か
、

妙
法
尼
御
前
御
返
事

（
一
五
三
五
頁
）
に
も
詳
述

が
み
え
る
。

法
蓮
鈔

（
九
五
六
頁
）
に
は
、
先
生
に
善
根
を
積
み
今
生
に
謗
法
に
陥
っ
た
者
に
は
、
口
則
閉
塞
・
頭
破
七
分
の
現
罰
が
、
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先
生
・
今
生
と
も
に
謗
法
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
生
々
に
無
間
地
獄
に
堕
落
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

顕
謗
法
鈔

で
は
、

止
観
輔
行
伝
弘
決

（

正
蔵

四
六
巻

一
七
四
頁

ｃ
）
に

聖
善
住
意
天
子
所
問
経

の
文
と
し
て
引
く

聞
法
生
謗
堕
於
地
獄
勝

於
供
養
恒
沙
仏
者

を
用
い
、

末
代
の
凡
夫
は
な
に
と
な
く
と
も
悪
道
を
免
れ
ん
こ
と
は
か
た
か
る
べ
し
。
同
じ
く
悪
道
に
堕
ち
る
な

ら
ば
、
法
華
経
を
謗
ぜ
さ
せ
て
堕
す
な
ら
ば
、
世
間
の
罪
を
も
て
堕
ち
た
る
に
は
に
る
べ
か
ら
ず

（
二
六
〇
頁
）
と
、
世
間
の
罪
に
よ

っ
て
三
悪
道
に
堕
ち
る
く
ら
い
で
あ
れ
ば
、
謗
法
に
よ
っ
て
堕
獄
し
た
ほ
う
が
来
世
に
正
法
と
結
縁
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
、
末
代
の
凡

夫
に
は
相
応
し
い
な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
。

五
、
同
位
転
生
の
説
示

次
に
、
同
じ
衆
生
間
に
お
け
る
転
生
で
、
よ
り
優
れ
た
機
根
や
恵
ま
れ
た
境
遇
へ
と
生
を
転
じ
た
事
例
に
つ
い
て
、
日
蓮
遺
文
を
紐
解

く
と
、
人
間
界
の
凡
夫
が
転
生
の
後
、
人
王
と
な
っ
た
例
と
し
て
、
砂
の
餅
を
釈
尊
に
供
養
し
て
阿
育
王
に
転
生
し
た
得
勝
童
子
の
故
事

が
挙
げ
ら
れ
る
。

王
日
殿
御
返
事

（
一
八
五
三
頁
）
や

兵
衛
志
殿
御
返
事

（
一
五
〇
五
頁
）
な
ど
に
確
認
さ
れ
る
。

六
、
む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
日
蓮
遺
文
中
の
輪
廻
転
生
に
関
す
る
説
示
を
中
心
に
、
検
討
を
試
み
て
き
た
。
基
本
的
に
は
、
善
根
を
積
ん
だ
者
が
勝
れ
た
果

報
を
え
、
悪
業
を
積
ん
だ
者
が
劣
っ
た
果
報
を
え
る
と
い
う
構
図
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
こ
に
は
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
殊

に
六
道
間
で
の
転
生
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
引
用
は
広
範
に
わ
た
る
ば
か
り
で
な
く
、
主
と
し
て
堕
三
悪
道
・
堕
四
悪
趣
、
就
中
堕

獄
に
関
す
る
引
例
が
多
く
、
こ
の
こ
と
は
堕
獄
が
謗
法
の
問
題
と
か
か
わ
っ
て
日
蓮
に
お
い
て
重
要
な
命
題
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
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と
を
理
解
で
き
た
。

な
お
、
こ
れ
ら
の

察
と
併
行
し
て
日
蓮
の
人
生
観
に
つ
い
て
も
、
少
し
く
触
れ
た
。
先
例
の
引
証
で
も
確
認
で
き
た
通
り
、
日
蓮
の

人
生
観
の
基
本
に
は
、
ま
ず
は
仏
教
一
般
的
な

輪
廻
転
生
・
生
死
流
転
の
人
生
観

が
あ
っ
た
。
現
在
に
人
間
界
に
生
ま
れ
た
の
は
、

非
常
に
希
有
な
こ
と
で
、
前
世
に
善
業
を
積
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
一
方
、
来
世
に
三
悪
道
・
四
悪
趣
に
堕
す
る
縁
は
無

数
に
あ
る
。
よ
っ
て
現
世
に
お
い
て
懺
悔
滅
罪
の
必
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
晩
年
の
日
蓮
の
人
生
観
は
、
数
々
の
受
難
を
契
機
に
一
転
す
る
。
今
生
に
お
い
て
人
間
の
生
を
受
け
、
法
華
経
を
行

ず
る
こ
と
で
難
に
値
う
こ
と
は
、
過
去
世
の
謗
法
の
滅
罪
に
つ
な
が
る
と
い
う

滅
罪
の
人
生
観

に
変
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法

華
経
の
常
不
軽
菩
薩
品
の
説
示
に
基
づ
く
も
の
で
、
す
な
わ
ち
、
日
蓮
が
今
生
に
人
間
界
に
生
ま
れ
て
法
難
の
苦
を
受
け
る
理
由
は
、
前

世
に
お
け
る
十
悪
五
逆
の
罪
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
偏
に
謗
法
の
罪
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
実
は
日
蓮
の
そ
の
後
の
値
難
観
に
関
し
て
も
変
化
が
看
取
で
き
る
。
現
世
の
受
難
は
、
過
去
世
の
罪
の

重
き
を
転
じ
て
軽
き
を
受
け
る
と
い
う

転
重
軽
受

の
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（
五
〇
七
、

九
二
四
、
一
一
八
七
頁
）。
こ
う
し
た

え
方
は
、
自
身
の
受
難
の
体
験
と
不
軽
菩
薩
の
故
事
と
が
合
致
す
る
と
い
う
見
解
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
受
難
は
、
単
に
法
華
経
の
真
実
性
の
証
明
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
謗
ず
る
者
に
逆
縁
下
種
し
て
迫
害
者
を
救
う

こ
と
に
も
な
る
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
自
身
の
滅
罪
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
に
お
け
る
輪
廻
転
生
の
問
題
は
、
単
な
る
因
果
応
報
の
結
末
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
過
去

世
の
謗
法
と
現
世
の
滅
罪
と
い
う
視
点
に
お
い
て
も
捉
え
直
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
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註１

現
世
の
報
い
を
単
に
来
世
に
受
け
る
ば
か
り
が
転
生
で
は
な
く
、
現
世
に
業
を
造
り
現
世
に
そ
の
果
報
を
受
け
る
こ
と
を
順
現
受
業
、
現

世
に
お
い
て
造
っ
た
業
の
報
い
を
次
世
（
来
世
）
に
お
い
て
受
け
る
こ
と
を
順
次
生
受
業
、
現
世
で
造
っ
た
業
に
よ
り
第
三
生
（
次
々
生
）

以
後
に
そ
の
報
い
を
受
け
る
こ
と
を
順
後
受
業
と
も
い
う
。
日
蓮
は
、
順
現
業
の
堕
獄
の
経
証
と
し
て

仁
王
般
若
波
羅
蜜
経

（

正
蔵

八
巻

八
三
三
頁

ｃ
）、

大
般
涅
槃
経

（

正
蔵

一
二
巻

三
九
九
頁

ａ
）、

法
華
経

（

開
結

五
九
八
頁
）
等
の
文
を
、
順
次
生
業

の
堕
獄
の
経
証
と
し
て

法
華
経

（

開
結

一
六
八
頁
）、

仁
王
般
若
波
羅
蜜
経

（

正
蔵

八
巻

八
三
三
頁

ｃ
）
の
文
を
引
く
（
一

六
〇
、
一
七
〇
頁
）。

２

田
村
芳
朗
他
編

日
本
に
お
け
る
生
と
死
の
思
想

日
本
人
の
精
神
史
入
門

（
有
斐
閣
選
書
）、
佐
々
木
馨
著

生
と
死
の
日
本

思
想

現
代
の
死
生
観
と
中
世
の
仏
教
思
想

（
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
）、
北
川
前
肇
稿

日
蓮
の
輪
廻
観

大
法
輪

七
六
巻

四
号

ほ
か
。

３

浅
井
圓
道
著

観
心
本
尊
抄

（
大
蔵
出
版

仏
典
講
座

三
八
）
七
七
頁
。

４

高
森
大
乗
稿

日
蓮
遺
文
の
釈
尊
本
生
譚

（

日
蓮
聖
人
と
法
華
仏
教

、
二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。
な
お
、
日
蓮
の
こ
の
論
理
は
、
謗

法
根
絶
の
た
め
に
は
断
罪
も
辞
さ
な
い
と
い
う
意
味
に
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
日
蓮
は

立
正
安
国
論

（
二
二
四
頁
）
に
お
い
て
、

謗
法
の
者
を
断
罪
に
処
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
罪
を
責
め
て
除
く
の
が
相
応
で
あ
り
、
謗
法
禁
断
の
方
法
と
し
て
仙
豫
国
王
や
有
徳
王
の
謗

法
者
断
罪
に
つ
い
て
説
い
た
の
は
、
本
生
譚
に
お
け
る
釈
尊
前
生
の
事
績
で
あ
り
、
今
の
世
に
お
い
て
は
謗
法
者
に
対
す
る
布
施
を
禁
ず
る

禁
断
謗
施
を
専
ら
と
す
べ
き
旨
を
強
調
し
て
い
る
。
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